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横 浜 市 告 示 第  527 号  

   汚 染 土 壌 処 理 業 許 可 申 請 前 対 策 指 針  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例

第 58 号 ） 第 69 条 の ７ の 規 定 に よ り 、 汚 染 土 壌 処 理 業 許 可 申 請 前 対 策

指 針 を 次 の と お り 定 め 、 平 成 24 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   平 成 24 年 ９ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  目 的  

  汚 染 土 壌 処 理 業 許 可 申 請 前 対 策 指 針 （ 以 下 「 指 針 」 と い う 。 ）

は 、 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 第 69 条 の ７ の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 。 以 下 「 法 」 と い う

。 ） 第 22 条 第 １ 項 又 は 第 23 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 に

対 し て 、 生 活 環 境 の 保 全 に 対 す る 一 層 の 配 慮 を 求 め る と と も に 、

周 辺 住 民 の 理 解 を 得 た 円 滑 な 事 業 の 実 施 を 促 す こ と を 目 的 と す る

。  

２  定 義  

  こ の 指 針 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号  

 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 (1)  汚 染 土 壌  法 第 16 条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 壌 を い う 。  

 (2)  汚 染 土 壌 処 理 施 設  法 第 22 条 第 １ 項 に 規 定 す る 汚 染 土 壌 の 処

理 の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 を い う 。  

 (3)  処 理 施 設 等  汚 染 土 壌 処 理 施 設 及 び 当 該 施 設 に 付 帯 す る 設 備

を い う 。  

 (4)  事 業 計 画 者  法 第 22 条 第 １ 項 又 は 法 第 23 条 第 １ 項 に 基 づ く 許

可 を 受 け よ う と す る 者 を い う 。  

 (5)  設 置 基 準  別 表 １ に 掲 げ る 基 準 を い う 。  

３  事 前 手 続  

 (1)  事 前 調 整  

   事 業 計 画 者 は 、 法 第 22 条 第 ２ 項 又 は 法 第 23 条 第 １ 項 に 基 づ く

許 可 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 市 長 と 事 前 調 整 を

行 う も の と す る 。  

 (2)  事 業 計 画 書 の 提 出  

   前 号 の 事 前 調 整 を 行 う 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 事 業

計 画 書 を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

  ア  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者

の 氏 名  

  イ  汚 染 土 壌 処 理 施 設 の 設 置 の 場 所  

  ウ  汚 染 土 壌 処 理 施 設 の 種 類 、 構 造 及 び 処 理 能 力  

  エ  汚 染 土 壌 処 理 施 設 に お い て 処 理 す る 汚 染 土 壌 の 特 定 有 害 物

質 に よ る 汚 染 状 態  
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  オ  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 (3)  事 業 計 画 者 は 、 事 前 調 整 の 内 容 を 尊 重 し 、 必 要 な 措 置 を 講 じ

た 上 で 、 法 第 22 条 第 １ 項 又 は 第 23 条 第 １ 項 の 許 可 の 申 請 を 行 う

も の と す る 。  

４  周 知  

 (1)  事 業 計 画 者 は 、 許 可 の 申 請 に 係 る 事 前 調 整 を 行 う と き は 、 当

該 事 業 計 画 に つ い て 近 隣 住 民 の 理 解 を 求 め る た め 、 別 表 ２ の 周

知 基 準 に 従 い 周 知 に 努 め る も の と す る 。  

 (2)  事 業 計 画 者 は 、 周 知 を 行 っ た と き は 、 近 隣 住 民 か ら の 意 見 及

び そ の 対 応 等 の 記 録 を 記 載 し た 議 事 録 （ 以 下 「 説 明 会 開 催 経 過

書 」 と い う 。 ） を 作 成 す る と と も に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し

た 周 知 結 果 報 告 書 を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

  ア  周 知 を 行 っ た 範 囲  

  イ  周 知 の 内 容  

  ウ  説 明 会 開 催 経 過 書  

 (3)  事 業 計 画 者 は 、 近 隣 住 民 か ら の 意 見 の う ち 、 合 理 性 の あ る 意

見 に つ い て は 、 当 該 事 業 計 画 に 反 映 さ せ る よ う 努 め る も の と す

る 。  

５  事 前 手 続 の 省 略  

  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 事 業 計 画 に つ い て 、 第 ４ 項 に

規 定 す る 周 知 を 実 施 す る 前 に 、 他 法 令 等 に 基 づ き 同 等 の 周 知 が 行

わ れ た こ と が 文 書 等 で 明 ら か な 場 合 、 そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め た

場 合 に は 、 当 該 事 前 手 続 の 一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

６  事 業 計 画 者 へ の 指 導  

  市 長 は 、 事 前 調 整 の 過 程 に お い て 必 要 と 認 め る と き は 、 事 業 計

画 者 に 対 し 、 設 置 基 準 及 び 周 知 基 準 に 適 合 す る よ う に 、 提 出 さ れ

た 関 係 書 類 の 変 更 そ の 他 講 ず べ き 措 置 に つ い て 指 導 す る も の と す

る 。  

７  事 前 調 整 の 終 了  

  市 長 は 、 事 前 調 整 に お い て 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認

め た と き は 、 事 前 調 整 を 終 了 し 、 事 前 調 整 終 了 通 知 書 に よ り 、 事

業 計 画 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 (1)  事 業 計 画 書 の 内 容 が 設 置 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

 (2)  第 ４ 項 に よ る 周 知 が 適 切 に 行 わ れ た こ と 。  

８  事 前 調 整 の 失 効  

  事 業 計 画 者 が 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け て か ら １ 年 を 経 過

す る 日 ま で に 、 許 可 の 申 請 を し な い と き は 、 事 前 調 整 は 失 効 す る

も の と す る 。 た だ し 、 事 業 計 画 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い

特 別 の 事 情 が あ る と 市 長 が 認 め た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

別 表 １ （ 第 ２ 項 第 ５ 号 ）  



                     横 浜 市 報  定期第 854号 平成24年９月25日 

161 

１  法 に 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

２  汚 染 土 壌 処 理 施 設 が 次 の 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

 (1)  浄 化 等 処 理 施 設 及 び セ メ ン ト 製 造 施 設 に つ い て は 、 処 理 の 方

法 が 科 学 的 か つ 合 理 的 な 原 理 を 有 し 、 分 解 量 、 土 壌 へ の 残 留 量

、 排 水 及 び 排 ガ ス 等 へ の 移 行 量 な ど 、 特 定 有 害 物 質 の 流 れ が 合

理 的 に 説 明 で き る も の で あ る こ と 。  

 (2)  処 理 の 対 象 と す る 特 定 有 害 物 質 の 特 性 を 十 分 考 慮 し て 施 設 が

構 成 さ れ 、 か つ 、 施 設 に お け る 処 理 の 過 程 が 合 理 的 な も の で あ

る こ と 。  

 (3)  加 熱 に よ り 浄 化 を 行 う 施 設 に あ っ て は 、 浄 化 処 理 及 び 排 ガ ス

処 理 を 行 う 上 で 重 要 な 箇 所 に 、 温 度 を 連 続 的 に 測 定 し 、 か つ 、

記 録 す る 設 備 が 設 け ら れ て い る こ と 。  

 (4)  埋 立 処 理 施 設 に あ っ て は 、 埋 立 地 か ら の 保 有 水 等 の 浸 出 に よ

る 公 共 の 水 域 及 び 地 下 水 の 汚 染 の お そ れ が な い よ う 、 保 有 水 等

を 有 効 に 集 め 速 や か に 排 除 で き る 集 排 水 設 備 を 設 置 し て い る こ

と 。 た だ し 、 雨 水 が 入 ら な い よ う 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ る 埋 立

地 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 (5)  次 の 内 容 を 含 む 管 理 規 程 を 定 め て い る こ と 。  

  ア  日 ご と の 土 壌 処 理 量 を 記 録 し 、 一 定 期 間 保 存 す る こ と 。  

  イ  浄 化 処 理 し た 土 壌 の 特 定 有 害 物 質 の 検 査 結 果 を 記 録 し 、 一

定 期 間 保 存 す る こ と 。  

  ウ  搬 出 物 の 種 類 及 び 搬 出 量 に つ い て 、 そ の 日 量 及 び 搬 出 先 を

記 録 し 、 一 定 期 間 保 存 す る こ と 。  

  エ  施 設 の 維 持 管 理 に 関 す る 点 検 、 検 査 そ の 他 の 措 置 を 記 録 し

、 一 定 期 間 保 存 す る こ と 。  

  オ  埋 立 処 理 施 設 に つ い て は 、 残 余 の 埋 立 容 量 に つ い て １ 年 に

１ 回 以 上 測 定 し 、 か つ 、 記 録 す る こ と 。  

３  処 理 施 設 等 を 設 置 す る 場 所 は 、 当 該 事 業 に 係 る 搬 出 入 車 両 に よ

り 付 近 住 民 の 安 全 及 び 利 便 を 阻 害 す る お そ れ の な い よ う 、 搬 出 入

の 計 画 に 見 合 っ た 十 分 な 幅 員 等 を 有 す る 搬 出 入 道 路 が 確 保 で き る

場 所 で あ る こ と 。  

４  処 理 施 設 等 は 、 敷 地 内 に 定 置 し て 使 用 さ れ る こ と 。  

５  管 理 棟 を 設 置 し て い る こ と 。  

６  次 の 措 置 を 講 じ て い る こ と 。  

 (1)  出 入 り す る 汚 染 土 壌 の 運 搬 車 両 を 適 切 に 洗 浄 等 す る た め の 措  

  置  

 (2)  処 理 場 内 に み だ り に 人 が 立 ち 入 ら ぬ よ う に す る た め の 措 置  

７  公 害 関 係 及 び 土 地 の 使 用 権 原 に 関 係 す る 他 法 令 に つ い て 、 許 可

の 見 込 み が あ る こ と 。  

別 表 ２ （ 第 ４ 項 第 １ 号 ）  
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周 知 範 囲   次 の い ず れ か に 該 当 す る 土 地 の 全 て を 含 む 範 囲

と す る 。  

１  汚 染 土 壌 処 理 施 設 に 係 る 敷 地 の 境 界 か ら  100  

メ ー ト ル 以 内 の 範 囲 内 の 土 地 （ 工 業 専 用 地 域 内

の も の を 除 く 。 ） 及 び 当 該 土 地 を 包 含 す る 自 治

会 の 区 域 内 の 土 地  

２  汚 染 土 壌 と 産 業 廃 棄 物 の 両 方 の 施 設 を 有 す る

事 業 場 の 場 合 は 、 「 横 浜 市 産 業 廃 棄 物 中 間 処 理

施 設 に 関 す る 基 準 （ 資 源 循 環 局 制 定 ） 」 に よ り

定 め ら れ た 周 知 範 囲 内 の 土 地  

３  上 記 の ほ か 、 影 響 が 想 定 さ れ る も の と し て 事

業 者 が 定 め た 範 囲 内 の 土 地  

周 知 対 象   周 知 範 囲 内 に 居 住 す る 者 （ 工 場 又 は 事 業 場 等 を

有 す る 者 を 含 む 。 ） と す る 。  

周 知 方 法   説 明 会 の 開 催 又 は 個 別 説 明 に よ る も の と す る 。  

周 知 内 容   次 に 掲 げ る 内 容 と す る 。  

１  汚 染 土 壌 の 処 理 に 関 す る 計 画 の 概 要  

２  汚 染 土 壌 の 処 理 方 法 の 概 要  

３  搬 出 入 に 関 す る 計 画 の 概 要  

４  環 境 保 全 対 策 の 概 要  

 

 

 


